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(57)【要約】
【課題】　エプロンを着用する着用者に不快感を与えず
、身体に着用した衣服の汚れを確実に防止し、審美性を
向上させたエプロンを提供することを目的とする。
【解決手段】　右後襟ぐり部１２６が、前襟ぐり部１１
２の右側から右後身頃１２３に、着用者のウエストＢ方
向、かつ左後身頃１２２方向にわたって形成され、左後
襟ぐり部１２５が、前襟ぐり部１１２の左側から左後身
頃１２２に、着用者のウエスト方向、かつ右後身頃１２
３方向にわたって形成され、留め具１４０が、右後身頃
１２３と左後身頃１２２とを開閉自在に留める。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　着用者が着衣している衣服の汚れを防止するエプロンにおいて、
　前襟ぐりの右側から右後身頃に、前記着用者のウエスト方向、かつ左後身頃方向にわた
って形成される右後襟ぐり部と、
　前記前襟ぐりの左側から左後身頃に、前記着用者の前記ウエスト方向、かつ前記右後身
頃方向にわたって形成される左後襟ぐり部と、
　前記右後身頃と前記左後身頃とを開閉自在に留める留め具と、
　を備えることを特徴とするエプロン。
【請求項２】
　前記留め具は、
　前記右後襟ぐり部と、前記左後襟ぐり部と、前記右後身頃と、前記左後身頃とが重なる
位置に設けられること、
　を特徴とする請求項１記載のエプロン。
【請求項３】
　前記留め具は、
　凹部および凸部を押し合わせて留めるスナップボタンであること、
　を特徴とする請求項１記載のエプロン。
【請求項４】
　前記着脱式留め具は、
　前記凹部または前記凸部のいずれか一方を複数配置して、前記凹部および前記凸部の組
み合わせ位置によって固定位置を調整すること、
　を特徴とする請求項３記載のエプロン。
【請求項５】
　前記右後身頃と前記左後身頃とを着脱自在に連結する帯体、
　を備えることを特徴とする請求項１記載のエプロン。
【請求項６】
　前記帯体は、
　外側に向けて配置された装飾体を備えること、
　を特徴とする請求項５記載のエプロン。
【請求項７】
　前記装飾体は、
　前記帯体の長さを調節しながら結締された結締体であること、
　を特徴とする請求項６記載のエプロン。
【請求項８】
　撥水加工された天然素材によって形成されること、
　を特徴とする請求項１記載のエプロン。
【請求項９】
　着用者が着衣している衣服の汚れを防止するエプロンの製造方法において、
　前襟ぐりの右側から右後身頃に、前記着用者のウエスト方向、かつ左後身頃方向にわた
って形成される右後襟ぐり部を形成する工程と、
　前記前襟ぐりの左側から左後身頃に、前記着用者の前記ウエスト方向、かつ前記右後身
頃方向にわたって形成される左後襟ぐり部を形成する工程と、
　前記右後身頃と前記左後身頃とを開閉自在に留める留め具を配置する工程と、
　を備えることを特徴とするエプロンの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、エプロンに関し、特に、着用者が着衣している衣服の汚れを防止するエプロ
ン、およびエプロンの製造方法に関する。
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【背景技術】
【０００２】
　従来から、身体に着用した衣服の汚れを防止するために、衣服の上から着用するエプロ
ンが使われている。特に離乳食が始まった赤ちゃんや乳幼児では、乳幼児が自分で食事を
する際に、食べこぼしてしまうことが多く、食べ物をうまく口に運べない乳幼児にとって
、食べこぼしたものをキャッチすることで衣服の汚れを防止するベビーエプロンは欠かせ
ない（たとえば、特許文献１参照）。
【０００３】
　図４は、特許文献１で公開されたおでかけ幼児用小物入れ付きベビーエプロンの詳細を
示す正面図である。
　図４に示すように、ベビーエプロン１０は、乳幼児の顎下から胸元にかけて覆うエプロ
ン本体１１と、エプロン本体１１の上部両側に幼児の肩から背中側に回して先端部を接合
する一対の係止部分１２、１３と、エプロン本体１１の下部の裏側に開閉具付きで裏返す
ことで食べこぼしを収容可能とするポケット１４と、を備えている。
【０００４】
　また、ポケットは、エプロン本体１１と、係止部分１２、１３と、たとえば幼児用フォ
ークや幼児用スプーンと、を収容することも可能とし、エプロン本体１１、係止部分１２
、１３、ポケット１４は、柔軟性素材により形成してある。
【０００５】
　一対の係止部分１２、１３は先端部にたとえば面ファスナーのような留め具１５、１６
を備えており、エプロン本体１１を乳幼児の顎下に配置した状態で、乳幼児の首後ろに係
止部分１２、１３を回して、留め具１５、１６によって係止部分１２、１３が固定される
。これにより、ベビーエプロン１０の掛け外しが容易になる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】実用新案登録第３２０３６９３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかし、ベビーエプロン１０を装着される乳幼児にとって、首の周りにまわされて固定
される係止部分１２、１３の存在は、非常に不快であり、乳幼児が長時間にわたってベビ
ーエプロン１０を装着し続けるのは非常に困難であるという問題があった。
【０００８】
　通常、係止部分１２、１３は、エプロン本体１１が乳幼児の顎下から離れないように、
首回りに合わせて固定する。このように、乳幼児の首回りに合わせた状態で食事をする乳
幼児にとっては、自分の首の周りが常に何かがまとわりついた状態であり、時間の経過と
共に不快感が増加し、やがて自らの手で留め具１５、１６を外してしまうことが考えられ
る。
【０００９】
　ベビーエプロン１０では、ベビーエプロン１０の掛け外しが容易になるように留め具１
５、１６が設けられており、留め具１５、１６を外してしまうと、エプロン本体１１が乳
幼児の顎下や身体から離れてしまい、本来の目的である身体に着用した衣服の汚れを防止
することができなくなってしまう問題が生じる。
【００１０】
　この乳幼児にベビーエプロン１０を装着する際に、乳幼児の不快感を低減するためには
、係止部分１２、１３が乳幼児の首にまとわりつかないように、乳幼児の首と係止部分１
２、１３との間に隙間をつくって緩めた状態で、留め具１５、１６を固定する方法が考え
られる。
【００１１】
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　この場合、エプロン本体１１の重さでベビーエプロン１０が下に垂れ下がり、留め具１
５、１６が乳幼児の首の後ろに接する状態で固定はされるが、エプロン本体１１と乳幼児
の顎下との間に隙間が生じてしまう。
【００１２】
　このように、エプロン本体１１と乳幼児の顎下との間に隙間が生じてしまうと、その隙
間から食べこぼした食べ物が入り込んでしまい、本来の目的である身体に着用した衣服の
汚れを防止することができなくなってしまう問題が生じる。
【００１３】
　また、エプロン本体１１と乳幼児の顎下との間に隙間が生じることで、その隙間から食
べこぼした食べ物が入り込んでしまうだけでなく、ゆるんだ状態で装着されたエプロンの
審美性も悪い。
【００１４】
　本発明はこのような点に鑑みてなされたものであり、エプロンを着用する着用者に不快
感を与えず、身体に着用した衣服の汚れを確実に防止し、審美性を向上させたエプロン、
およびエプロンの製造方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　本発明では上記問題を解決するために、着用者が着衣している衣服の汚れを防止するエ
プロンにおいて、前襟ぐりの右側から右後身頃に、前記着用者のウエスト方向、かつ左後
身頃方向にわたって形成される右後襟ぐり部と、前記前襟ぐりの左側から左後身頃に、前
記着用者の前記ウエスト方向、かつ前記右後身頃方向にわたって形成される左後襟ぐり部
と、前記右後身頃と前記左後身頃とを開閉自在に留める留め具とを備えることを特徴とす
るエプロンが提供される。
【００１６】
　これにより、右後襟ぐり部が、前襟ぐりの右側から右後身頃に、着用者のウエスト方向
、かつ左後身頃方向にわたって形成され、左後襟ぐり部が、前襟ぐりの左側から左後身頃
に、着用者のウエスト方向、かつ右後身頃方向にわたって形成され、留め具が、右後身頃
と左後身頃とを開閉自在に留める。
【００１７】
　また、本発明では、着用者が着衣している衣服の汚れを防止するエプロンの製造方法に
おいて、前襟ぐりの右側から右後身頃に、前記着用者のウエスト方向、かつ左後身頃方向
にわたって形成される右後襟ぐり部を形成する工程と、前記前襟ぐりの左側から左後身頃
に、前記着用者の前記ウエスト方向、かつ前記右後身頃方向にわたって形成される左後襟
ぐり部を形成する工程と、前記右後身頃と前記左後身頃とを開閉自在に留める留め具を配
置する工程とを備えることを特徴とするエプロンの製造方法が提供される。
【００１８】
　これにより、右後襟ぐり部が、前襟ぐりの右側から右後身頃に、着用者のウエスト方向
、かつ左後身頃方向にわたって形成され、左後襟ぐり部が、前襟ぐりの左側から左後身頃
に、着用者のウエスト方向、かつ右後身頃方向にわたって形成され、留め具が、右後身頃
と左後身頃とを開閉自在に留める。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明のエプロン、およびエプロンの製造方法によれば、右後襟ぐり部が、前襟ぐりの
右側から右後身頃に、着用者のウエスト方向、かつ左後身頃方向にわたって形成され、左
後襟ぐり部が、前襟ぐりの左側から左後身頃に、着用者のウエスト方向、かつ右後身頃方
向にわたって形成され、留め具が、右後身頃と左後身頃とを開閉自在に留めるので、エプ
ロンを着用する着用者に不快感を与えず、身体に着用した衣服の汚れを確実に防止し、審
美性を向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
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【図１】本実施の形態に係るエプロンの詳細を示す正面図および背面図である。
【図２】留め具によって留められる開閉部の詳細を示すエプロンの背面図である。
【図３】装飾具の詳細を示す正面図である。
【図４】特許文献１で公開されたおでかけ幼児用小物入れ付きベビーエプロンの詳細を示
す正面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　以下、本発明の実施の形態を、図面を参照して詳細に説明する。
　図１は、本実施の形態に係るエプロンの詳細を示す正面図および背面図である。
　図１に示すように、エプロン１００は、身体に着用した衣服の汚れを防止するために、
衣服の上から着用するエプロンであって、ここでは特に乳幼児の女の子が着用することで
、食べこぼしなどで乳幼児が衣服を汚してしまうことを防止する乳幼児用エプロンとして
以下を説明する。
【００２２】
　エプロン１００は、たとえば麻や綿などの天然素材による生地で形成されており、前身
頃１１０、前身頃１１０から背面側に逢着された後身頃１２０、前身頃１１０および後身
頃１２０の両側に逢着された袖部１３０を備えている。
【００２３】
　なお、前身頃１１０および後身頃１２０は、着丈Ａ方向の中間部付近に形成されたウエ
ストラインＢよりも下側にスカート部１１１およびスカート部１２１が形成され、スカー
ト部１１１およびスカート部１２１は逢着により一連に形成されている。また、ウエスト
ラインＢとスカート部１１１およびスカート部１２１との間には、ギャザーが形成されて
装飾されている。
【００２４】
　またスカート部１１１およびスカート部１２１の長さは任意の長さで形成することがで
きるが、乳幼児がイスなどに座った状態で膝まで十分に隠れる状態であることが望ましく
、これにより乳幼児が食べこぼしなどにより着用している衣服を汚してしまうことを防止
することができる。
【００２５】
　後身頃１２０は、着用する乳幼児の左半身側に配置された左後身頃１２２と、着用する
乳幼児の右半身側に配置された右後身頃１２３と、左後身頃１２２と右後身頃１２３との
間でスカート部１２１にわたって着丈Ａ方向に設けられ、左後身頃１２２と右後身頃１２
３との少なくとも一方を背開き可能に開閉する開閉部１２４を備えている。
【００２６】
　また、前身頃１１０および後身頃１２０の上部には、乳幼児の頭部を上部方向に通すた
めの開口部である襟ぐりが形成されている。ここでは、前身頃１１０に形成される襟ぐり
を前襟ぐり部１１２、左後身頃１２２に形成される襟ぐりを左後襟ぐり部１２５、右後身
頃１２３に形成される襟ぐりを右後襟ぐり部１２６とする。
【００２７】
　前身頃１１０に形成される前襟ぐり部１１２は、乳幼児が着用する衣服が露出しないよ
うに、乳幼児の首回りに合わせた半円状の開口部が形成されている。なお、前襟ぐり部１
１２の形状は、半円状だけでなく、乳幼児が着用する衣服が露出しない形状であれば、ど
のような形状で形成してもよい。
【００２８】
　また、内部にゴムなどの伸縮部材を備えたギャザーを前襟ぐり部１１２に形成すること
で開口部の伸縮性を向上させることで、より乳幼児が着用する衣服が露出しないようにし
たり、審美性を向上させたりすることもできる。
【００２９】
　左後身頃１２２に形成される左後襟ぐり部１２５は、前襟ぐり部１１２の左半身側から
から側のウエストラインＢ方向にかけて斜めに形成されている。また、右後身頃１２３に
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形成される右後襟ぐり部１２６は、前襟ぐり部１１２の右半身側から左後身頃１２２側の
ウエストラインＢ方向にかけて斜めに形成されている。
【００３０】
　開閉部１２４は、左後身頃１２２と右後身頃１２３との少なくとも一方を背開きして乳
幼児がエプロン１００を着用した後に、たとえばここでは、右後身頃１２３の上に左後身
頃１２２の一部が重なるようにして開閉部１２４が閉じられる。
【００３１】
　閉じられた開閉部１２４と左後襟ぐり部１２５と右後襟ぐり部１２６との交点付近には
、着脱自在の留め具１４０が設けられ、留め具１４０によって左後身頃１２２と右後身頃
１２３との間に形成された開閉部１２４が閉じられた状態で留められる。
【００３２】
　このように、左後襟ぐり部１２５と右後襟ぐり部１２６とが互いに反対側の下部に向け
て設けられ、ウエストラインＢ付近に設けられた留め具１４０によって開閉部１２４が閉
じられて留められるので、着用する乳幼児の首後ろの両側から、ウエストラインＢの中心
部付近に抱えて逆三角形の開口部が形成される。
【００３３】
　これにより、エプロン１００を着用した乳幼児は背中部分が解放され、首回りにエプロ
ン１００がまとわりつく感じが低減されるので、不快感なくエプロン１００を着用するこ
とができる。また留め具１４０が背中付近に設けられているため、首後ろに留め具が設け
られた場合と比較して手が届きにくく、乳幼児が自分でエプロン１００を取り外してしま
うことを防止することもできる。
【００３４】
　また、前身頃１１０と後身頃１２０とが逢着された状態で、後身頃１２０に形成された
開閉部１２４が留め具１４０によって閉じられるので、前身頃１１０全体が乳幼児の身体
にフィットし、乳幼児の身体とエプロン１００との間に隙間を形成することなく、乳幼児
が着用する衣服が汚れてしまうことを防止することができる。
【００３５】
　前身頃１１０および後身頃１２０の両側に逢着された袖部１３０は、乳幼児が着用する
衣服が露出しないように、乳幼児の肩から手首まで覆うような長袖形状で形成される。ま
た、袖部１３０の手首側の先端は、内部にゴムなどの伸縮部材を備えたギャザーを形成す
ることで袖部１３０の伸縮性を向上させ、袖部１３０の先端を細く縮めることで、袖部１
３０の先端が食べ物などに付着することを防止することができる。
【００３６】
　なお、本実施の形態のエプロン１００では、袖部１３０を乳幼児の肩から手首まで覆う
ような長袖形状で形成したが、袖部１３０の長さは任意の長さで形成でき、半袖状や袖部
１３０を設けないノンスリーブ状でエプロン１００を形成することもできる。
【００３７】
　エプロン１００の周面には、装飾具１５０を取り付けることができる。たとえば、図１
では装飾具１５０をリボン状の装飾体として形成し、リボン状の装飾具１５０を左後身頃
１２２と右後身頃１２３とを繋ぐようにして、左後身頃１２２と右後身頃１２３との両側
から着脱が自由にできるように取り付けて固定する。
【００３８】
　これにより、乳幼児が動いた際に留め具１４０が外れてしまったとしても、左後身頃１
２２と右後身頃１２３とを繋ぐようにしてリボン状の装飾具１５０が取り付けられている
ので、閉じられた開閉部１２４が開いてしまうことを防止することができる。また、乳幼
児がエプロン１００を着用するときには、邪魔にならないように装飾具１５０を完全にエ
プロン１００から取り外すことができる。
【００３９】
　また、リボン状の装飾具１５０は、乳幼児が歩いて移動する際に、周辺の突起物にリボ
ン状の装飾具１５０が引っかかって乳幼児が転倒してしまったり、エプロン１００が破損
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してしまったりする恐れがある。
【００４０】
　そこで、装飾具１５０を左後身頃１２２と右後身頃１２３との両側から着脱が自由にで
きるように取り付けられるので、必要に応じて装飾具１５０をエプロン１００から完全に
取り外すことができる。これにより、装飾具１５０が周辺の突起物などに引っかかって転
倒したり、エプロン１００が破損したりすることを防止することができる。
【００４１】
　上記の構成によって、左後身頃１２２または右後身頃１２３のいずれか一方、または左
右両方向へ後身頃１２０を開閉部１２４により背開きすることができるため、乳幼児がエ
プロン１００を着脱するときに、開閉部１２４を開いて容易に着脱したり、させたりする
ことができる。
【００４２】
　また、前身頃１１０と後身頃１２０とには、スカート部１１１、１２１が一連に逢着さ
れることによってワンピース型に形成することができ、乳幼児の首元から下半身まで身体
全体を覆うことがきるため、食べこぼしなどで乳幼児が衣服を汚してしまうことを大幅に
防止することができる。
【００４３】
　また、エプロン１００を麻や綿などの天然素材による生地でワンピース型に形成するこ
とで、様々な装飾をエプロン１００に形成することができるので、装飾性や審美性を向上
することができ、乳幼児自身や乳幼児の親御さんもビニール製のいかにもエプロンという
感じの汚れ防止具を装着させた感覚ではなく、洋服を着せる感覚でオシャレを楽しみなが
ら食事をすることができる。
【００４４】
　さらに、エプロン１００を形成する生地は、麻や綿などの糸に撥水コーティングを施し
た糸で形成された撥水加工が施された生地を使用することで、撥水効果を備えることがで
きる。
【００４５】
　これにより、水分が生地についても、水分がはじかれるため生地が濡れにくく、エプロ
ン１００に付いた汚れを容易に拭き取ることができる。また汚れによるエプロン１００へ
の染み付きなどを防止することができる。
【００４６】
　また、塩化ビニールなどので表面を被覆するなどの防水加工と異なり、撥水加工が施さ
れた生地でエプロン１００を形成することで、エプロン１００に通気性を備えることがで
きる。
【００４７】
　これにより、エプロン１００を着用した乳幼児は、エプロン１００の内部に湿気がこも
ることで不快になることを防止することができ、乳幼児は快適にエプロン１００を着用す
ることができる。
【００４８】
　なお、本実施の形態では、乳幼児の女の子が着用することで、食べこぼしなどで乳幼児
が衣服を汚してしまうことを防止する乳幼児用エプロンとして以下を説明したが、形状や
装飾具をかえることで、乳幼児の男の子が着用する乳幼児用エプロンだけでなく、大人の
男性や女性が利用するエプロンの形態をとることもできる。
【００４９】
　また、本実施の形態では、留め具１４０を着脱自在の留め具として説明したが、留め具
１４０を縫製などで常時固定された状態で留めておくこともできる。この場合、乳幼児は
前襟ぐり１１２と、左後襟ぐり部１２５および右後襟ぐり部１２６とで形成された開口部
に頭部を挿入することでエプロン１００を着用することができる。
【００５０】
　図２は、留め具によって留められる開閉部の詳細を示すエプロンの背面図である。
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　図２に示すように、留め具１４０は、左後身頃１２２と右後身頃１２３とを接続し、開
閉部１２４を閉じた状態で留めるためのものであり、ウエストラインＢの中心部付近の、
左後襟ぐり部１２５と右後襟ぐり部１２６とが交わる場所に設けられる。
【００５１】
　これにより、留め具１４０が後身頃１２０の中心部付近に設けられるため、左後襟ぐり
部１２５と右後襟ぐり部１２６とを結合と、開閉部１２４の閉合とをバランスよく、しか
も１カ所の留め具１４０で留めることができる。これにより、乳幼児にエプロン１００を
留める親御さんは、容易に乳幼児にエプロン１００を着用させて、エプロン１００が外れ
ないように乳幼児に固定することができる。
【００５２】
　留め具１４０は、たとえば凸部と凹部とを組み合わせることで固定するスナップボタン
であって、スナップボタン凸部１４１が右後身頃１２３の表側に設けられ、スナップボタ
ン凹部１４２が左後身頃１２２の裏側に設けられる。
【００５３】
　開閉部１２４を閉じる際には、右後身頃１２３の上に左後身頃１２２を重ねるように移
動させて、スナップボタン凸部１４１とスナップボタン凹部１４２とを重ね合わせて結合
する。これにより、容易に開閉部１２４を閉合することができる。
【００５４】
　また、スナップボタン凹部１４２は、ウエストラインＢに沿って複数配置することがで
きる。たとえば図２に示すように、スナップボタン凹部１４２Ａおよびスナップボタン凹
部１４２ＢをウエストラインＢに沿って複数のスナップボタン凹部１４２を配置すること
で、スナップボタン凸部１４１とスナップボタン凹部１４２Ａとを組み合わせて留めるよ
りも、スナップボタン凸部１４１とスナップボタン凹部１４２Ｂとを組み合わせて留めた
方が、エプロン１００の身丈を小さくすることができる。つまり、１つの右後身頃１２３
のスナップボタン凸部１４１に対して、複数のスナップボタン凹部１４２を左後身頃１２
２のウエストラインＢに沿って配置することで、エプロン１００のサイズを調整すること
が可能になる。
【００５５】
　なお図２の説明では、１つの右後身頃１２３のスナップボタン凸部１４１に対して、複
数のスナップボタン凹部１４２を左後身頃１２２のウエストラインＢに沿って配置する例
で説明したが、逆に１つの左後身頃１２２のスナップボタン凹部１４２に対して、複数の
スナップボタン凸部１４１を右後身頃１２３のウエストラインＢに沿って配置してもよい
。またスナップボタン凸部１４１とスナップボタン凹部１４２とを入れ替えて配置しても
よい。
【００５６】
　また、留め具１４０は、開閉部１２４を自在に開閉できるものであればよく、スナップ
ボタンのほかにも、一方側に配置された面ファスナーのフック状に起毛されたフック側と
、他方側に配置されたループ状に起毛されたループ側とを組み合わせて固定したり、一方
側に配置されたボタンと、他方側に配置されたボタンホールとを組み合わせて固定したり
してもよい。
【００５７】
　また留め具１４０は、閉じられた開閉部１２４と左後襟ぐり部１２５と右後襟ぐり部１
２６との交点付近だけに配置するだけでなく、開閉部１２４に沿って複数の留め具１４０
を点状に配置し、開閉部１２４が開かないように留めることもできる。また、ファスナー
を開閉部１２４に沿って設けて、開閉部１２４を閉じるようにしてもよい。
【００５８】
　また、エプロン１００の周面には、装飾具１５０を取り付けることができ、装飾具１５
０を取り付けるための留め具１５１および留め具１５２を備えるようにしてもよい。
【００５９】
　装飾具１５０は、たとえば左後身頃１２２と右後身頃１２３とを連結するような帯体に
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装飾された装飾体であって、帯体によって左後身頃１２２と右後身頃１２３とを連結する
ことができる。
【００６０】
　留め具１５１は、たとえば前身頃１１０と後身頃１２０との逢着部分に突出するように
設けられたタグ１５３に配置されるスナップボタン凹部である。また留め具１５２は、留
め具１４０より下部で後身頃１２０の裏側面に配置されるスナップボタン凹部である。
【００６１】
　この留め具１５１と留め具１５２とを連結するように、装飾具１５０に設けられたスナ
ップボタン凹部を組み合わせて固定することで、容易に左後身頃１２２と右後身頃１２３
とを連結でき、かつ審美性を向上することができる。
【００６２】
　図３は、装飾具の詳細を示す正面図である。
　図３に示すように、装飾具１５０は、帯体１５４、装飾部１５５、留め具１５６、およ
び留め具１５７を備えている。
【００６３】
　帯体１５４は、左後身頃１２２と右後身頃１２３とを連結するためのものであって、エ
プロン１００の前身頃１１０または後身頃１２０の任意の位置に配置された留め具１５１
および留め具１５２を連結する十分な長さを備えた帯である。
【００６４】
　帯体１５４の中心部付近には、エプロン１００を装飾するために、あらかじめ蝶々結び
などが形成された装飾部１５５が、エプロン１００の外側の一方側面に向けて固定されて
いる。
【００６５】
　帯体１５４の一方の端部には、装飾具１５０をエプロン１００に固定するための留め具
１５６であるスナップボタン凸部が他方側面に向けて配置され、ここでは図示しない留め
具１５１と組み合わせて固定される。
【００６６】
　帯体１５４の他方の端部には、装飾具１５０をエプロン１００に固定するための留め具
１５７であるスナップボタン凸部が一方側面に向けて配置され、ここでは図示しない留め
具１５２と組み合わせて固定される。
【００６７】
　また、留め具１５７は、帯体１５４に沿って複数配置することができる。たとえば図３
に示すように、留め具１５７Ａおよび留め具１５７Ｂを帯体１５４に沿って配置するよう
に、複数の留め具１５７を配置することで、留め具１５２と留め具１５７Ａとを組み合わ
せて留めるよりも、留め具１５２と留め具１５７Ｂとを組み合わせて留めた方が、固定さ
れる帯体１５４の長さを小さくすることができる。
【００６８】
　前述のように、留め具１４０を固定する組み合わせにより、エプロン１００の身丈のサ
イズが調整可能であるが、このとき左後身頃１２２と右後身頃１２３とを連結する帯体１
５４の長さを調節しないと、帯体１５４にたるみが生じて審美性がわるくなる。
【００６９】
　このとき、帯体１５４と組み合わせる留め具１５７を入れ替えることで、固定される帯
体１５４の長さを調節することができるため、エプロン１００に取り付けられる装飾具１
５０を正しい位置で装着することができる。
【００７０】
　なお、留め具１５１および留め具１５２は、エプロン１００の任意の位置に設けられる
が、留め具１５１をタグ１５３に配置するときは、突出したタグ１５３を留め具１５１と
連結する留め具１５２側に折りたたんだときの表側面に配置し、また留め具１５２を左後
身頃１２２やスカート部１２１の裏面側に配置することで、留め具１５１の上から帯体１
５４が重なるようにして留め具１５１と留め具１５６とが組み合わせて留められ、左後身
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頃１２２と右後身頃１２３とが重なる間に帯体１５４が差し込まれるようにして留め具１
５２と留め具１５７とが組み合わせて留められることで、装飾具１５０とタグ１５３との
結合部、および装飾具１５０と留め具１５２との結合部を隠すことができるので、さらに
審美性を向上することができる。
【００７１】
　なお、本実施の形態では、前身頃１１０または後身頃１２０に配置される留め具１５１
、および留め具１５２に形状をスナップボタン凹部、装飾具１５０に配置される留め具１
５６および留め具１５７の形状をスナップボタン凸部としたが、いずれか一方の形状を入
れ替えて組み合わせることもできる。
【００７２】
　具体的には、留め具１５１および留め具１５７の形状をスナップボタン凸部とし、留め
具１５２および留め具１５６の形状をスナップボタン凹部とすることで、装飾具１５０は
、一定方向でのみ固定することができるようになる。
【００７３】
　たとえば、留め具１５１および留め具１５７は、共にスナップボタン凸部であるため、
組み合わせて固定することができなくなり、留め具１５１はスナップボタン凹部である留
め具１５６としか組み合わせて留めることができない。このため、帯体１５４は上下いず
れか一方向でしか固定できない。
【００７４】
　装飾具１５０に方向性がある装飾体の場合は、このように留め具を配置することで、装
飾体を一定方向に向けた状態で、エプロン１００に装飾具１５０を取り付けることができ
るので、装飾具１５０の取り付ける方向間違いを防止することができる。
【００７５】
　また、本実施の形態では、装飾具１５０を、帯体１５４、あらかじめ蝶々結びなどの形
状に形成された装飾部１５５、留め具１５６、および留め具１５７を備え、帯体１５４と
組み合わせる留め具１５７を入れ替えることで、固定される帯体１５４の長さを調節した
が、十分な長さの帯体１５４の両端に１つの留め具１５６と１つの留め具１５７とを配置
し、帯体１５４で蝶々結びを形成することで長さを調節するようにしてもよい。
【００７６】
　具体的には、帯体１５４は、左後身頃１２２と右後身頃１２３とを連結するためのもの
であって、エプロン１００の前身頃１１０または後身頃１２０の任意の位置に配置された
留め具１５１および留め具１５２を連結し、さらに帯体１５４を結ぶことで蝶々結びなど
装飾部１５５を形成可能な十分な長さを備えた帯である。
【００７７】
　帯体１５４の一方の端部には、留め具１５６であるスナップボタン凸部が他方側面に向
けて配置され、帯体１５４の他方の端部には、留め具１５７であるスナップボタン凸部が
一方側面に向けて配置される。
　留め具１５６はここでは図示しない留め具１５１と組み合わせて固定され、留め具１５
７は、ここでは図示しない留め具１５２と組み合わせて固定される。
【００７８】
　上記のように蝶々結びを形成可能な十分な長さの帯体１５４で、左後身頃１２２と右後
身頃１２３とを連結した状態で、帯体１５４を用いて蝶々結びの装飾部１５５を形成する
。
【００７９】
　このとき、左後身頃１２２と右後身頃１２３とを連結する帯体１５４の長さを調節しな
がら蝶々結びの装飾部１５５を形成することで、帯体１５４のたるみをなくすことができ
るので、装飾具１５０の審美性を保つことができる。
【００８０】
　また、帯体１５４を自由に結んで装飾部１５５を形成することができるので、蝶々結び
だけではなく、様々な形状の装飾部１５５を形成することができ、装飾部１５５のデザイ
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ンの自由度が向上する。
【符号の説明】
【００８１】
　１００　エプロン
　１１０　前身頃
　１１１、１２１　スカート部
　１１２　前襟ぐり部
　１２０　後身頃
　１２２　左後身頃
　１２３　右後身頃
　１２４　開閉部
　１２５　左後襟ぐり部
　１２６　右後襟ぐり部
　１３０　袖部
　１４０、１５１、１５２、１５６、１５７、１５７Ａ、１５７Ｂ　留め具
　１４１　スナップボタン凸部
　１４２、１４２Ａ、１４２Ｂ　スナップボタン凹部
　１５０　装飾具
　１５３　タグ
　１５４　帯体
　１５５　装飾部
　Ａ　着丈
　Ｂ　ウエストライン

【図１】 【図２】
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